
平
成
二
十
七
年
財
務
省
令
第
四
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
宿

舎
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
宿
舎
に
係
る
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令

国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
の
一
部
の

施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
宿
舎
に
係
る
経
過
措
置
に
関
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下

「
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
国
家
公
務

員
宿
舎
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
宿
舎
の
う
ち
、
施

行
日
の
前
日
に
お
い
て
職
員
に
貸
与
さ
れ
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
当
該
職
員
に
貸
与
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
当
該
宿
舎
に
係
る
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令

（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
規
則
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
（
第
十

六
条
及
び
第
十
七
条
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
調
整
を
加
え
た
金
額
（
以
下
「
調
整
後
の
基
準
使
用
料
の
額
」

と
い
う
。
）
が
、
当
該
宿
舎
を
規
則
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宿
舎
と
み
な
し
て
令
第

十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
規
則
第
十
三
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
（
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
除

く
。
）
の
規
定
に
よ
り
調
整
を
加
え
た
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
調
整
後
の
基
準
使
用

料
の
額
か
ら
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
控
除
額
を
控
除
し

て
当
該
調
整
後
の
基
準
使
用
料
の
額
に
調
整
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
二
十
条
の

規
定
は
、
当
該
調
整
を
加
え
た
後
の
額
に
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

期
間

控
除
額

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

当
該
超
え
る
額
に
相
当
す
る
額

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

当
該
超
え
る
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

当
該
超
え
る
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
一
部
改
正
法
第
三
条
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


